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（別添１）

放射線障害防止法関係法令の改正の主要点について

１．用語

旧 法 令 改 正 法 令 関 連 条 項

線量当量 線量 規則 第１条第１号他※

実効線量当量 実効線量 規則第１条第 号他10
組織線量当量 等価線量 規則第１条第 号他11

ただし、外部被ばくのモニタリング線量を意味するものとして用いられる「１センチメ

ートル線量当量」等の名称については変更しなかった。

※：放射線障害防止法施行規則（昭和３５年総理府令第５６号 。以下同じ。）

２．放射線業務従事者の線量限度

旧 法 令 改 正 法 令 関 連 条 項

( ) 実効線量当量限度 ( ) 実効線量限度1 1
年 ① 年 告示 第 条第１号50mSv/ 100mSv/5 5※１ ※

② 年 告示第 条第 号50mSv/ 5 2※２

③ 女子 月 告示第 条第 号※３ ※４5mSv/3 5 3
④ 妊娠中である女子 告示第 条第 号5 4
本人の申出等により使

用者等が妊娠の事実を知

ったときから出産までの

間につき、内部被ばくに

1mSvついて

( ) 組織線量当量限度 ( ) 等価線量限度2 2
① 眼の水晶体 ① 眼の水晶体 告示第 条第 号6 1

※２150mSv/ 150mSv/年 年

② その他の組織 ② 皮膚 告示第 条第 号6 2
※２500mSv/ 500mSv/年 年

③ 女子の腹部

月13mSv/3
④ 妊娠中の女子の腹部 ③ 妊娠中である女子の 告示第 条第 号6 3
妊娠と診断されたとき 腹部表面

から出産までの間につ ( )④に規定する期間1
10mSv 2mSvき につき
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※：放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（平成 年科学技術庁告示第５号 。12 ）

以下同じ。

※１：平成 年 月 日以後５年ごとに区分した各期間。13 4 1
※２： 月 日を始期とする 年間。4 1 1
※３：妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を使用者等に書面で申し出た者及び

妊娠中の者を除く。

※４： 月 日、 月 日、 月 日及び 月 日を始期とする各 月間。4 1 7 1 10 1 1 1 3

３．管理区域に係る基準

旧 法 令 改 正 法 令 関 連 条 項

( ) 外部放射線に係る線量 ( ) 外部放射線に係る線量 告示第 条第１号1 1 4
当量

ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量で 実効線量で1
μ 週 月300 Sv/ 1.3mSv/3

( ) 空気中の放射性同位元 ( ) 空気中の放射性同位元 告示第 条第 号2 2 4 2
素の濃度 素の濃度

週間についての平 月間についての平1 3
均濃度が空気中濃度 均濃度が空気中濃度

3/10 1/10限度の 限度 の※

( ) 放射性同位元素によっ ( ) 現行どおり 告示第 条第 号3 3 4 3
て汚染される物の表面の

密度

1/10表面汚染密度の

( ) ( )及び( )の複合 ( ) 現行どおり 告示第 条第 号4 1 2 4 4 4

※： 空気中濃度限度 告示第７条 については ８時間についての平均濃度 から １（ ） 、「 」 「

週間についての平均濃度」に改正した。

また、告示別表第１及び第２を全面改定した。

４．しゃへい物に係る線量限度

旧 法 令 改 正 法 令 関 連 条 項

( ) 人が常時立ち入る場所 ( ) 人が常時立ち入る場所 規則第 条の 第 項1 1 14 6 1
における線量当量限度 における線量限度 第 号イ3

ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量で 実効線量で 週 告示第 条第 項1 1mSv/ 10 1
週1mSv/

( ) 事業所の境界及び事業 ( ) 事業所の境界及び事業 規則第 条の 第 項2 2 14 6 1
所内の人が居住する区域 所内の人が居住する区域 第 号ロ3
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における線量当量限度 における線量限度 告示第 条第 項第 号10 2 1
ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量で 実効線量で1

μ 月 μ 月250 Sv/3 250 Sv/3
( ) 病院又は診療所の病室 ( ) 病院又は診療所の病室 規則第 条の 第 項3 3 14 6 1
における線量当量限度 における線量限度 第 号ロ3
ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量で 実効線量で 告示第 条第 項第 号1 10 2 2

月 月1.3mSv/3 1.3mSv/3

５．排気又は排水に係る放射性同位元素の濃度限度等

旧 法 令 改 正 法 令 関 連 条 項

( ) 排気口又は排水口にお ( ) 排気口又は排水口にお 規則第 条の 第 項1 1 14 11 1
ける排気中又は排水中の ける排気中又は排水中の 第 号ロ( )及び( )、4 1 2
放射性同位元素の 月間 放射性同位元素の 月間 第 号イ( )及び( )3 3 5 1 2
についての平均濃度を告 についての平均濃度を告 告示第 条第 項14 1
示別表に示す濃度限度以 示別表 に示す濃度限度 規則第 条第 項※ 19 1
下とする。 以下とする。 第 号イ及びロ、2

又は 又は 第 号イ及びロ5
( ) 排気又は排水監視設備 ( ) 排気又は排水監視設備 告示第 条第 項2 2 14 3
を設けて排気中又は排水 を設けて排気中又は排水

中の放射性同位元素の濃 中の放射性同位元素の濃

度を監視することによ 度を監視することによ

り、事業所等の境界にお り、事業所等の境界にお

ける 月間についての平 ける 月間についての平3 3
均濃度を告示別表に示す 均濃度を告示別表 に示※

濃度限度以下とする。 す濃度限度以下とする。

( ) ( )又は( )を達成する ( ) ( )又は( )を達成する 規則第 条の 第 項3 1 2 3 1 2 14 11 1
ための排気又は排水設備 ための排気又は排水設備 第 号ロ( )、4 3
を設けることが著しく困 を設けることが著しく困 第 号イ( )5 3
難な場合は、排気又は排 難な場合は、排気又は排 告示第 条第 項14 2
水中の放射性同位元素の 水中の放射性同位元素の 規則第 条第 項19 1
数量及び濃度を監視する 数量及び濃度を監視する 第 号ハ、第 号ハ2 5
ことにより、事業所の境 ことにより、事業所の境 告示第 条第 項14 4
界の外における線量当量 界の外における線量を実

を実効線量当量で 効線量で

年とする。 年とする。1mSv/ 1mSv/

※：告示別表第１及び第２を全面改定した。
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６．測定

旧 法 令 改 正 法 令 関 連 条 項

( ) 場所の測定 ( ) 場所の測定1 1
ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量率 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量率 規則第 条第 項第 号1 1 20 1 1

（ただし、 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ線量 又は ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量3 1
当量率が ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量 （ただし、 ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ1 70
当量率の３倍を超えるお 線量当量率が ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ1
それのある場所において 線量当量率の 倍を超10
は､ ﾐﾘﾒｰﾄﾙ線量当量率 えるおそれのある場所又3 。

ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ線量当量率 は ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ線量当量70 70
が ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量率 が ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量の1 1
の 倍を超えるおそれ 倍を超えるおそれの10 10
のある場所においては、 ある場所においては、そ

ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ線量当量率 れぞれ ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ線量70 70）

当量率又は ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ70
線量当量）

( ) 外部被ばく ( ) 外部被ばく 規則第 条第 項第 号イ2 2 20 2 1
（ ） （ ）① 胸部 女子 は腹部 ① 胸部 女子 は腹部※１ ※２

については ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ については ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ1 1
線量当量、 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ線 線量当量及び ﾏｲｸﾛﾒ3 70
量当量及び ﾏｲｸﾛﾒｰﾄ ｰﾄﾙ線量当量（中性子70
ﾙ線量当量を測定する 線については ｾﾝﾁﾒｰﾄ1
こと。 ﾙ線量当量）を測定す

ること。

ただし、人体部位を ただし、人体部位を 規則第 条第 項第 号ロ20 2 1
「頭部及びけい部 、 「頭部及びけい部 、」 」

「胸部及び上腕部 、 「胸部及び上腕部 、」 」

「腹部及び大たい部」 「腹部及び大たい部」

に分けたとき、最大被 に分けたとき、最大被

ばく部位が「胸部及び ばく部位が「胸部及び

上腕部 女子 は 腹 上腕部 女子 は 腹」（ 「 」（ 「※１ ※２

部及び大たい部 ）以 部及び大たい部 ）以」 」

外の場合は、当該部位 外の場合は、当該部位

についても測定する。 についても測定する。

また、最大被ばく部 また、最大被ばく部 規則第 条第 項第 号ハ20 2 1
位が上記 部位以外の 位が上記 部位以外の3 3
場合は、当該部位につ 場合は、当該部位につ

いても ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ線 いても ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ線70 70
量当量を測定する。 量当量を測定する。た
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だし、中性子線につい

てはこの限りでない。

② 放射線測定用具を用 ② 放射線測定器を用い 規則第 条第 項第 号ニ20 2 1
いて測定する ただし て測定する。ただし、。 、

放射線測定用具を用い 放射線測定器を用いて

て測定することが著し 測定することが著しく

く困難である場合は、 困難である場合は、計

放射線測定器を用い、 算によって行う。

放射線測定器を用いて

もなお測定することが

著しく困難である場合

、 。は 計算によって行う

③ 管理区域に立ち入る ③ 管理区域に立ち入る 規則第 条第 項第 号ホ20 2 1
者について、管理区域 者について、管理区域 告示第 条第 項18 1
に立ち入っている間継 に立ち入っている間継

続して行う。ただし、 続して行う。ただし、

管理区域に一時的に立 管理区域に一時的に立

ち入る者であって放射 ち入る者であって放射

線業務従事者でないも 線業務従事者でないも

のは、外部被ばくが のは、外部被ばくが実1
ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量につ 効線量について μ100
いて μ を超え を超えるおそれの100 Sv Sv
るおそれのないときは ないときはこの限りで

この限りでない。 ない。

( ) 内部被ばく ( ) 内部被ばく 規則第 条第 項第 号3 3 20 2 2
測定は、放射性同位元 測定は、放射性同位元 告示第 条第 項18 2

素を誤って吸入摂取又は 素を誤って吸入摂取又は

経口摂取したとき及び吸 経口摂取したとき及び吸

入摂取又は経口摂取する 入摂取又は経口摂取する

おそれのある場所に立ち おそれのある場所に立ち

入る者は 月（女子 は 入る者は 月（女子 は3 3※１ ※３

月）を超えない期間ご 月）を超えない期間ご1 1
とに 回行う。ただし、 とに 回行う。ただし、1 1
一時的に立ち入る者であ 一時的に立ち入る者であ

って放射線業務従事者で って放射線業務従事者で

ないものは内部被ばくが ないものは内部被ばくが

実効線量当量について 実効線量について μ100
μ を超えるおそ を超えるおそれのな100 Sv Sv

れのないときはこの限り いときはこの限りでな

でない。 い。

内部被ばくによる線量 内部被ばくによる線量 告示第 条19
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の測定は、吸入摂取又は の測定は、吸入摂取又は

経口摂取した放射性同位 経口摂取した放射性同位
※４元素について告示別表に 元素について告示別表

掲げる放射性同位元素の に掲げる放射性同位元素

種類ごとに、法令に定め の種類ごとに、測定値か

られた簡便式のうち適切 ら摂取量を計算し、法令
※５な方法によって測定値か に定められた算出方法

ら摂取量を計算し、法令 を用いて算出する。

に定められた算出方法を

用いて算出する。

( ) 測定結果の記録 ( ) 測定結果の記録 規則第 条第 項第 号4 4 20 4 2
2 4 2 4① ( )の測定結果は、 ① ( )の測定結果は、

1 7 1 10 1 7 1 10月 日、 月 日、 月 日、 月 日、

月 日及び 月 日を 月 日及び 月 日を1 1 1 1 1 1
始期とする各 月間 始期とする各 月間3 3

（女子 は毎月 日を始 （女子 は毎月 日を始※１ ※３1 1
期とする 月間）及び 期とする 月間）及び1 1
月 日を始期とする 月 日を始期とする4 1 4 1
年間について集計 年間について集計1 1

し、記録する。 し、記録する。

( )の測定結果の記 ( )の測定結果の記 規則第 条第 項第 号3 3 20 4 3
録は測定のつど行う。 録は測定のつど行う。

② 上記測定結果から、 ② 上記測定結果から、 規則第 条第 項第 号20 4 5
実効線量当量及び組織 実効線量及び等価線量

、 、 、線量当量を 月 日 を 月 日 月 日4 1 7 4 1 7 1
1 10 1 10 1 1 1月 日、 月 日及 月 日及び 月

び 月 日を始期とす 日を始期とする各 月1 1 3
る各 月間（女子 は 間（女子 は毎月 日3 1※１ ※３

毎月 日を始期とする を始期とする 月間）1 1
月間）及び 月 日 及び 月 日を始期と1 4 1 4 1
を始期とする 年間に する 年間について算1 1
ついて算定し記録す 定し記録する。

る。

人に対する放射線の 人に対する放射線の 告示第 条第 項20 1
量の測定結果から実効 量の測定結果から実効

線量当量を算定する際 線量を算定する際の実

の実効線量当量は、外 効線量は、外部被ばく

部被ばくによる実効線 による実効線量と内部

量当量と内部被ばくに 被ばくによる実効線量

よる実効線量当量との との和とする。

和とする。
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外部被ばくによる実 外部被ばくによる実

効線量当量は１センチ 効線量は１センチメー

メートル線量当量とす トル線量当量とする

るが、不均等被ばくの が、不均等被ばくの場

場合には法令で規定す 合には適切な方法によ

る式によるものとす るものとする。

る。

人に対する放射線の 人に対する放射線の 告示第 条第 項20 2
量の測定結果から組織 量の測定結果から等価

線量当量を算定する際 線量を算定する際の等

の組織線量当量は以下 価線量は以下のとおり

のとおりとする。 とする。

皮膚： マイクロメー 皮膚： マイクロメー70 70
トル線量当量 トル線量当量

眼の水晶体：３ミリメー 眼の水晶体：１センチメ

トル線量当量 ートル線量当量又は

マイクロメートル70
線量当量のうち適切な

方

妊娠中である女子の腹部 妊娠中である女子の腹部

：１センチメートル線量 表面：１センチメートル

当量 等 線量当量

③ 実効線量の算定の結 規則第 条第 項20 4
4 1 5 2果、 月 日を始期と 第 号の

する 年間についての 告示第 条第 項1 20 3
実効線量が を20mSv

1超えた場合は、当該

年間以降は、当該 年1
間を含む 年間 の累5 ※６

積実効線量を当該期間

について、毎年度集計

し、次の項目を記録す

る。

イ 集計年月日

ロ 対象者の氏名

ハ 集計した者の氏名

ニ 集計対象期間

ホ 累積実効線量

③ ①、②の記録を保存 ④ ①～③の記録を保存 規則第 条第 項第 号20 4 7
すること。ただし、当 すること。ただし、当

該記録の対象者が使用 該記録の対象者が使用



- 8 -

者、販売業者、賃貸業 者、販売業者、賃貸業

者若しくは廃棄業者の 者若しくは廃棄業者の

従業者でなくなった場 従業者でなくなった場

合、又は当該記録を５ 合、又は当該記録を５

年間保存した後におい 年間保存した後におい

てこれを指定機関に引 てこれを指定機関に引

き渡すときはこの限り き渡すときはこの限り

でない。 でない。

※１：妊娠不能と診断された者を除く。

※２：妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者等に書面で申し出た者を

除く。

※３：本人の申出等により使用者等が妊娠の事実を知ることとなった女子。

※４：告示別表第１を全面改定した。

※５：算出方法を改正した。

※６：平成１３年４月１日以後５年ごとに区分した各期間。

７．健康診断

旧 法 令 改 正 法 令 関 連 条 項

［対象者及び頻度］ ［対象者及び頻度］

( ) 放射線業務従事者（一 ( ) 放射線業務従事者（一 規則第 条第 項第 号1 1 22 1 1
時的に立ち入る者を除 時的に立ち入る者を除 規則第 条第 項第 号22 1 2
く ）について、初めて く ）について、初めて。 。

管理区域に立ち入る前、 管理区域に立ち入る前、

及び管理区域に立ち入っ 及び管理区域に立ち入っ

た後は 年を超えない期 た後は 年を超えない期1 1
間ごとに行う。 間ごとに行う。

ただし、管理区域に立

ち入った後に行う健康診

断は、前年度の線量当量

が年限度の を超え3/10
ず、かつ、当該年度も越

えるおそれのない場合

は、その理由を付して記

録することにより省略で

きる。

［項目］ ［項目］ 規則第 条第 項第 号22 1 4
( ) 問診 ( ) 問診 規則第 条第 項第 号1 1 22 1 5
( ) 以下の部位及び項目に ( ) 以下の部位及び項目に 規則第 条第 項第 号2 2 22 1 6
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ついての検査又は検診 ついての検査又は検診

① 末しょう血液中の血 ① 末しょう血液中の血

色素量、赤血球数及び 色素量又はヘマトクリ

白血球数 ット値、赤血球数、白

② 末しょう血液中の白 血球数及び白血球百分

血球像 率

③ 皮膚 ② 皮膚

④ 眼 ③ 眼

ただし、②～④の部位 ただし、①～③の部位

又は項目については、医 又は項目（初めて管理区

師が必要と認める場合に 域に立ち入る前の健康診

限る。 断にあっては、①及び②

。）の部位又は項目を除く

については、医師が必要

と認める場合に限る。

８．緊急作業に係る線量限度

旧 法 令 改 正 法 令 関 連 条 項

放射線業務従事者（女子 放射線業務従事者（女子 規則第 条第 項※１ ※２ 29 2
を除く ）の線量当量限度 を除く ）の線量限度は実 告示第 条。 。 22
は実効線量当量について 効線量について 、100mSv

とする。 眼の水晶体の等価線量につ100mSv
いて 及び皮膚の等300mSv
価線量について とす1Sv
る。

※１：妊娠不能と診断された者を除く。

※２：妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者等に書面で申し出た者を

除く。

９．しゃへい計算等に係る実効線量への換算等

旧 法 令 改 正 法 令 関 連 条 項

( ) 線又はγ線の場合 ( ) 線又はγ線の場合 告示第 条第 項第 号1 X 1 X 26 1 1
空気吸収線量からエネル 自由空気中の空気カーマ 別表第４

ギーごとの換算係数を用 から光子エネルギーごと

いて ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量 の換算係数を用いて実効1 、
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ﾐﾘﾒｰﾄﾙ線量当量、 ﾏｲ 線量を求める。3 70
ｸﾛﾒｰﾄﾙ線量当量を求め

る。

( )中性子の場合 ( )中性子の場合 告示第 条第 項第 号2 2 26 1 2
単位粒子フルエンスあた 自由空気中の中性子フル 別表第５

りのエネルギーごとの換 エンスから中性子エネル

算係数を用いて ｾﾝﾁﾒｰﾄ ギーごとの換算係数を用1
ﾙ線量当量、 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ線 いて実効線量を求める。3
量当量、 ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ線70
量当量を求める。
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